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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 

及び関係省令等の施行について（事務連絡） 

 

 

平素より当協会の活動に対し、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室等より当協会宛に「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律及び関係省令等の施行について」の

事務連絡が発出されましたので下記のとおり資料を添付いたします。 

貴支部におかれましては、地域支部および会員の皆様への周知をよろしくお願い 

いたします。 

記 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律及び 
関係省令等の施行について（事務連絡） 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の概要 

○リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます！」 

○リーフレット「2020 年（令和２年）６月１日より、職場におけるハラスメント防止 

対策が強化されます！」 

 

以上 
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